
質問事項と回答一覧 
Ｎｏ 質問事項 回答 

１ 

参加店舗への事前説明会（事業

内容・運営方法の説明）を実施

するにあたり、赤穂市が指定ま

たは想定している場所と実施回

数はありますでしょうか。 

（例）赤穂市中央公民館/2回 

参加店舗への説明会について、

場所や回数の想定はありませ

ん。 

市内事業者には同様の事業は初

めてではないことも踏まえて、

提案の中で参加店舗への周知や

円滑な登録に向けて効果的と思

える方法をご提案いただきたい

と思っています。 

２ 

商品券の配送（郵送）にあた

り、家族ごとに名寄せが必要で

しょうか。 

名寄せは行わず、個別に送付す

るということで積算してくださ

い。 

３ 

赤穂商工会議所が計数した使用

済み商品券はどの程度の頻度で

回収が必要でしょうか。 

回収頻度については、特に頻度

は定めておりませんので、提案

によりご提示ください。 

使用済みの商品券の管理をどの

ように行うのか、回収手順も含

めてお考えを記載してくださ

い。 



４ 

企画提案書(様式第 2号)に関し

て、（２）企画提案する事業内容

には「自由に記載をお願いしま

す。」とあります。この場合、記

載項目に準じれば書式（Word書

式にかかわらず）も自由と言う

認識でよろしいでしょうか。 

項目内容が網羅されていれば自

由（Ｗｏｒｄに限らず）で結構

です。 

５ 

参加店舗について、300店舗程

度、もしくは 300店舗以上との

ことですが、多いほどよいとい

う認識でよろしいでしょうか。 

その通りです。 

６ 

使用済み商品券の取り扱いに関

して、破棄方法は「廃棄は赤穂

市が指定する方法で行うこと。」

とあります。どのような方法で

しょうか。 

溶解又はクリーンセンター等へ

の直接持ち込みにて、確実に廃

棄されたことが分かる方法でお

願いします。 

７ 

商品券の構成について、約款を

各商品券の裏面に記載する場合

も、約款として 1枚作成する必

要がございますか。表紙・約款

については色数の指定はござい

ますか。 

約款を裏面に記載する場合は、

別に約款を 1枚作成する必要は

ありません。 

色数は、表紙はフルカラー、約

款は裏面、別刷いずれの場合も

単色でお願いします。 

なお、商品券のデザイン等につ

いては契約後打合せをさせてい

ただきますが、提案時の商品券

構成を基本として進めてまいり

ます。 



８ 

証明書等については、写しで可

能ですか。 

可能です。 

９ 

納税証明について、納税猶予を

受けている者の取扱いはどのよ

うにしたらよいでしょうか。 

 

猶予通知書等の写しを添付いた

だければ要件を満たしているも

のとします。 

 

 

 


